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束
脩
・
月
謝
か
ら
学
費
へ

　

英
吉
利
法
律
学
校
の
学
則
に
よ
る
と
、
同
校
に
入
学
す
る
た
め

に
は
、
年
齢
が
十
八
歳
以
上
の
男
子
で
小
学
校
全
科
卒
業
以
上
の

学
力
が
必
要
と
さ
れ
、
さ
ら
に
読
方
・
作
文
・
書
取
の
試
験
に
合

格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

英
吉
利
法
律
学
校
に
入
学
し
た
新
入
生
た
ち
は
、
ま
ず
「
束そ
く

脩し
ゅ
う」
と
し
て
金
一
円
を
納
め
た
。「
束
脩
」
と
は
、
入
門
に
際
し

て
師
に
贈
呈
す
る
礼
物
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
「
お

金
」で
支
払
う
こ
と
が
通
例
と
な
っ
て
お
り
、
現
在
の「
入
学
金
」

と
同
義
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、「
束
脩
」
と
は
別
に
、
一
ヵ
月

一
円
の
「
月
謝
」
納
入
も
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
生
徒
た
ち
は

毎
月
一
日
に
「
月
謝
」
と
引
替
え
に
「
聴
講
券
」
を
受
け
取
り
、

講
義
を
聴
講
し
た
。
た
だ
し
、
授
業
の
な
い
八
月
は
「
月
謝
」
も

免
除
さ
れ
て
い
る
た
め
、
合
計
で
一
一
円
が
現
行
の
年
間
授
業
料

に
あ
た
り
、
こ
れ
に
「
束
脩
」
を
加
え
た
一
二
円
が
初
年
度
納
入

金
と
な
る
。
ち
な
み
に
、
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
頃
の
か
け

そ
ば
の
値
段
は
一
杯
一
銭
で
あ
っ
た
か
ら
、
英
吉
利
法
律
学
校
の

月
謝
は
、
か
け
そ
ば
百
杯
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
同
校
に
は
、
現
在
の
通
信
教
育
に
あ
た
る
「
校
外
生
制

度
」
も
設
置
さ
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
は
「
束
脩
」
五
〇
銭
、「
月

謝
」
五
〇
銭
と
さ
れ
て
い
る
が
、夏
期
休
業
に
と
も
な
う
「
月
謝
」

免
除
が
な
い
た
め
、
合
計
六
円
五
〇
銭
が
初
年
度
納
入
金
で
あ
っ

た
。

　

と
こ
ろ
で
、
英
吉
利
法
律
学
校
創
立
時
の
東
京
府
下
に
は
、

す
で
に
専
修
学
校
（
現
専
修
大
学
）・
東
京
法
学
校
（
現
法
政
大

学
）・
明
治
法
律
学
校
（
現
明
治
大
学
）・
東
京
専
門
学
校
（
現
早

稲
田
大
学
）
と
い
う
四
つ
の
私
立
法
律
学
校
が
開
校
し
て
い
た

が
、
八
七
年
頃
の
各
校
の
学
費
を
み
る
と
若
干
の
差
異
が
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
専
修
学
校
は
「
束
脩
」
一
円
、

「
月
謝
」
八
〇
銭
（
除
八
月
分
）、
雑
費
に
あ
た
る
「
校
費
」
が
月

一
〇
銭
と
さ
れ
て
お
り
、
合
計
で
一
〇
円
九
〇
銭
が
初
年
度
納
入

金
で
あ
っ
た
。
同
様
に
計
算
す
る
と
、
四
校
中
で
最
も
学
費
の
安

か
っ
た
の
が
東
京
法
学
校
で
、
初
年
度
納
入
金
は
九
円
八
〇
銭
と
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英
吉
利
法
律
学
校
の
学
費

な
る
。
ま
た
、
明
治
法
律
学
校
で
は
、
八
四
年
四
月
に
東
京
法
学

校
が
神
田
小
川
町
に
移
転
し
て
来
た
た
め
、
そ
れ
へ
の
対
抗
と
し

て
一
円
で
あ
っ
た
「
月
謝
」
を
一
時
的
に
四
〇
銭
ま
で
引
き
下
げ

て
い
る
が
、
翌
年
度
以
降
は
初
年
度
納
入
金
一
二
円
で
一
定
し
て

い
る
。

　

さ
ら
に
、
東
京
専
門
学
校
は
、
当
初
英
吉
利
法
律
学
校
と
同
額

で
あ
っ
た
が
、
八
六
年
三
月
経
営
悪
化
の
改
善
策
と
し
て
学
費
改

訂
を
決
定
し
、
一
円
の
「
月
謝
」
を
一
円
八
〇
銭
へ
と
大
幅
に
値

上
げ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
五
校
中
で
最
高
額
の
学
費
と
な
っ
て

い
た
。
す
な
わ
ち
、
英
吉
利
法
律
学
校
の
学
費
は
府
下
私
立
法
律

学
校
中
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
初

年
度
納
入
金
一
二
円
と
い
う
金
額
は
、
そ
の
後
も
一
〇
年
余
り
は

一
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
東
京
府
下
に
は
官
立
の
法
律
学
校
と
し
て
東
京
大
学
法

学
部
も
あ
り
、
同
校
は
八
六
年
三
月
に
帝
国
大
学
法
科
大
学
へ
と

改
組
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、学
則
に
あ
た
る「
分
科
大
学
通
則
」

に
よ
り
学
費
を
算
出
す
る
と
法
科
大
学
に
は
「
束
脩
」
が
な
く
、

一
ヵ
月
の「
授
業
料
」は
二
円
五
〇
銭
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

七
月
・
八
月
の
夏
期
休
業
中
「
授
業
料
」
は
免
除
さ
れ
る
た
め
、

初
年
度
納
入
金
は
二
五
円
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
金
額
は
、

私
立
法
律
学
校
の
学
費
の
約
二
倍
に
相
当
し
て
い
る
。
官
学
の
半

額
で
す
む
学
費
の
安
さ
ゆ
え
に
、
前
記
の
私
学
は
そ
の
後
「
五
大

法
律
学
校
」
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

1887 年 3月改定の学則


